
◎雇用保険法等の一部を改正する法律 
（令和四年三月三一日法律第一二号）   

一、 提案理由（令和四年三月四日・衆議院厚生労働委員会） 

○後藤国務大臣 ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につ

きまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用に大きな影響を与える中、雇用の安定と

就業の促進を図ることが重要な課題となっています。また、雇用保険財政の安定運営を

図るため、その費用負担について所要の措置を講ずるなどの必要があります。 

 こうした状況を踏まえ、失業等給付の特例の継続、求人メディア等のマッチング機能

の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずるとともに、雇用

保険について、保険料率の暫定的な引下げ、機動的な国庫負担の仕組みの導入等を行う

ため、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、雇用保険制度における失業等給付について、雇い止めによる離職者等に係る

基本手当の給付日数の特例及び教育訓練支援給付金制度等を継続するほか、離職後に事

業を開始した者に係る基本手当の受給期間の特例を創設するとともに、公共職業安定所

長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に求職者支援制度に基づく訓練を追加するこ

ととしています。 

 第二に、職業安定法における募集情報等提供事業について、その機能強化と事業運営

の適正化を図るため、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等

提供事業に係る届出制の創設や、募集情報等提供事業を行う者に対する求人等に関する

情報の的確な表示等の義務づけを行うとともに、必要な指導監督規定の整備等を行うこ

ととしています。 

 第三に、職業能力の開発及び向上の促進のため、地域の実情に応じた取組が適切かつ

効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組み

の創設等を行うこととしています。 

 第四に、雇用保険財政について、令和四年度の保険料率を激変緩和のため引き下げる

とともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じ、失業等給付に係る国庫負担を機動的に行え

る仕組みを導入するなどの措置を講ずることとしています。 

 加えて、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国庫負担の特例措置を

継続するとともに、積立金から雇用安定事業費に充てるために借り入れた金額について、

一定の範囲内で返済の猶予を可能とするなどの措置を講ずることとしています。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としていま

す。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 



二、衆議院厚生労働委員長報告（令和四年三月一七日） 

○橋本岳君 ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案について、

厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢及び雇用保険財政への影響等に対

応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その

主な内容は、 

 第一に、雇用保険の失業等給付について、雇い止めによる離職者等に係る基本手当の

給付日数の特例等を継続するほか、離職後に事業を開始した者に係る基本手当の受給期

間の特例を創設するとともに、公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対

象に求職者支援訓練を追加すること、 

 第二に、雇用保険財政について、令和四年度の保険料率を激変緩和のために引き下げ

るとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じ、失業等給付に係る国庫負担を機動的に行

える仕組みを導入することなどの措置を講ずること、 

 第三に、職業安定法について、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う

募集情報等提供事業に係る届出制の創設等により事業運営の適正化の推進を図ること、 

 第四に、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ

効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組み

の創設等を行うこと 

等であります。 

 本案は、去る三月三日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託

されました。 

 本委員会におきましては、翌四日後藤厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、九日か

ら質疑に入り、十一日に立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会

の三会派より、雇用保険について、国庫負担割合を引き下げる改正を行わないこと、政

令で定める基準に従い機動的な国庫の負担が確保されるようにすること等を内容とする

修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 また、十五日には原案及び修正案について参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局

いたしました。質疑終局後、修正案について内閣の意見を聴取した後、原案及び修正案

について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多

数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年三月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 雇用保険の各種給付の水準をできる限り維持することを前提に、必要となる財源の

確保に努めること。 



二 労働政策審議会の委員に対し、雇用情勢及び雇用保険の財政状況の推移を逐次報告

するとともに、委員から求めがあった際には審議会を開催し、安定的な労働保険特別

会計雇用勘定の運営に向け、これまで以上に臨機応変な検討を行うこと。 

三 労働保険特別会計雇用勘定については、必要な積立金の水準を達成するまでの間は、

単年度においても黒字となる収支構造を目指し、一般会計からの繰入れ等により必要

な積立金水準の確保を図るとともに、積立金が必要な水準に達した後もその水準の維

持を図ることを中期的な雇用保険財政の運営方針とすること。 

四 令和四年度の失業等給付においては、労働保険特別会計雇用勘定の安定の観点から、

機動的に一般会計を雇用勘定に繰り入れられる仕組みの活用も含め、対応に万全を期

すこと。 

五 社会保障関係費に現在位置付けられている失業等給付の国庫負担について、負担割

合を将来的に従来の本則の水準（二十五パーセント）とする措置も含め、国の財政・

財源の構造から検討すること。 

六 失業等給付の国庫負担割合の判定基準とされる「基本手当受給者実人員七十万人以

上」について、新型コロナウイルス感染拡大後の雇用構造も踏まえ、実態に応じて適

宜見直しの検討をすること。 

七 雇用保険部会報告に示された新たな国庫繰入制度の運用の考え方を尊重し、雇用保

険法第七十二条における重要事項として労働政策審議会の意見を聴くとともに、省令

等への規定について検討すること。 

八 令和六年度までに、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置の見直しだ

けでなく、育児休業給付の財源確保の在り方を含め、雇用労働者に限らず、フリーラ

ンスとして就業する者など育児・子育てを広く社会で支援する体制の構築を検討する

こと。 

九 失業者の再就職を促進するためには受け皿となる産業・企業、雇用機会の創出が不

可欠であり、厚生労働省においても、雇用政策の一環として、必要な予算措置を行っ

た上で、地域における雇用機会の創出にこれまで以上に取り組むこと。 

十 雇用調整助成金等については、特に業況が厳しい企業・地域において、今後も最大

十分の十の特例措置を含め、あらゆる必要な制度設計や手続の検討を行うこと。 

三、参議院厚生労働委員長報告（令和四年三月三〇日） 

○山田宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢及び雇用保険財政への影響等

に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、雇い止めによる離職者の基本手当の給

付日数に係る特例等の期限を延長するとともに、労働者になろうとする者に関する情報

を収集して行う募集情報等提供事業に係る届出制の創設等による事業運営の適正化の推

進、雇用保険制度の安定的運営のための国庫負担の見直し及び雇用保険料率の暫定措置



の見直し等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、失業等給付に係る新たな国庫繰入れ制度の実効性、求人情報

等における的確表示の必要性、職業能力開発施策の在り方等について質疑を行うととも

に、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反

対の旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年三月二九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、国民の雇用の安定と安心を確保することは国の重大な責務であることを再確認し、

その実現に万全を期すこと。特に、今般の新型コロナウイルス感染症が雇用に与えた

影響や、これまで実施されてきた各種の雇用施策の効果等を十分に検証し、その教訓

も踏まえ、今後の雇用安定化施策に活かすこと。 

二、雇用保険の各種給付の水準をできる限り維持することを前提に、必要となる財源の

確保に努めること。 

三、労働政策審議会の委員に対し、雇用情勢及び雇用保険の財政状況の推移を逐次報告

するとともに、委員から求めがあった際には審議会を開催し、安定的な労働保険特別

会計雇用勘定の運営に向け、これまで以上に臨機応変な検討を行うこと。 

四、労働保険特別会計雇用勘定については、必要な積立金の水準を達成するまでの間は、

単年度においても黒字となる収支構造を目指し、一般会計からの繰入れ等により必要

な積立金水準の確保を図るとともに、積立金が必要な水準に達した後もその水準の維

持を図ることを中期的な雇用保険財政の運営方針とすること。 

五、令和四年度の失業等給付においては、労働保険特別会計雇用勘定の安定の観点から、

機動的に一般会計を雇用勘定に繰り入れられる仕組みの活用も含め、対応に万全を期

すこと。 

六、社会保障関係費に現在位置付けられている失業等給付の国庫負担について、従来の

国庫負担の位置付けについての基本的な考えを堅持した上で、負担割合を将来的に従

来の本則の水準（二十五パーセント）とする措置も含め、国の財政・財源の構造から

検討すること。 

七、失業等給付の国庫負担割合の判定基準とされる「基本手当受給者実人員七十万人以

上」について、新型コロナウイルス感染拡大後の雇用構造も踏まえ、実態に応じて適

宜見直しの検討をすること。 

八、雇用保険部会報告に示された新たな国庫繰入制度の運用の考え方を尊重し、雇用保



険法第七十二条における重要事項として労働政策審議会の意見を聴くとともに、省令

等への規定について検討すること。 

九、超高齢化と人口減少に直面する我が国において、失業の予防、雇用状態の是正、雇

用機会の増大等の機能を担う雇用安定事業については、政府の雇用施策の中でもその

位置付けや重要度がこれまで以上に高まっていることや、同事業が今般の新型コロナ

禍で果たした役割等に鑑み、同事業について、国庫負担の在り方を含めた真摯な議論

を早期に開始すること。 

十、令和六年度までに、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置の見直しだ

けでなく、育児休業給付の財源確保の在り方を含め、雇用労働者に限らず、フリーラ

ンスとして就業する者などを含む全ての働く者の育児・子育てを広く社会で支援する

体制の構築を検討すること。あわせて、男性の出生時育児休業及び育児休業の取得促

進に向けて、先般の改正法の施行状況を踏まえた上で、更なる施策の充実を検討する

こと。 

十一、失業等給付の積立金からの借入額に係る雇用安定資金からの返済必要額について

は、労使が拠出した失業等給付に係る保険料を保全する観点から、返済の在り方につ

いて、一般会計からの繰入れとの関係も含めて検討すること。その際、雇用保険二事

業の実施の状況、使用者側の負荷の状況等を勘案すること。加えて、育児休業給付資

金についても、失業等給付の積立金から借入れを行った場合には、同様の検討を行う

こと。 

十二、失業者の再就職を促進するためには受け皿となる産業・企業、雇用機会の創出が

不可欠であり、厚生労働省においても、雇用政策の一環として、必要な予算措置を行

った上で、地域における雇用機会の創出にこれまで以上に取り組むこと。 

十三、雇用調整助成金等については、特に業況が厳しい企業・地域において、今後も最

大十分の十の特例措置を含め、あらゆる必要な制度設計や手続の検討を行うこと。特

例として創設された休業支援金制度の効果、適用対象範囲の妥当性及び申請手続の在

り方等について検証を行い、休業を余儀なくされた方の支援に関する実効性のある仕

組みの検討を行うこと。 

十四、改正後の職業安定法の規定により新たに対応が必要となる苦情処理体制の整備や

募集情報の的確表示等の措置が全ての募集情報等提供事業者において確実に実施され

るよう、従前の募集情報等提供事業者に加え、募集情報等提供事業の定義の拡大によ

り新たに募集情報等提供事業者となる事業者に対しても、改正内容の周知を徹底する

こと。 

十五、募集情報等提供事業者等が求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保つため

に講ずるべき措置等の内容については、事実と異なる募集情報を信じた結果、不利益

を受ける者が生じることのないよう、求職者保護の観点を最大限重視した上で検討を

進めること。 



十六、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示によって不利益を受けた求職者を適切に救

済できるよう、労働局等における相談体制を強化・拡充すること。また、募集情報等

の的確性を確保することは労働市場が的確かつ効率的に機能するために重要であるこ

とに鑑み、虚偽の表示等を繰り返すような悪質な事業者に対しては、立入検査や助

言・指導、改善命令等の措置を躊躇なく実施すること。 

十七、業務委託や請負など雇用形態以外の仕事を仲介するサービスを利用して仕事を探

す者の適切な保護が図られるよう、改正後の職業安定法の運用によって得られた知見

やフリーランス・トラブル一一〇番に寄せられた相談内容等を踏まえて、必要な対策

を検討すること。 

十八、雇用仲介サービスに係る人工知能の利用に関し、実態の把握及び調査研究を実施

し、労働者保護の観点から、必要な対策を検討すること。 

十九、職業能力開発施策に係る財源も含めた労働者の職業能力開発機能の在り方につい

て、幅広く労働政策審議会で議論を行うとともに、雇用保険二事業の能力開発事業、

すなわち雇用保険制度の枠内での対応には限界もあることから、一般会計等の活用の

検討を含め、関係省庁の連携を強化して政府全体で推進していくこと。 

二十、改正後の職業能力開発促進法第十五条により法定化される協議会の構成員の選定

に当たっては、企業や地域の実情だけでなく、産業構造の変化とそれによる雇用の変

化等に対応できるよう留意するとともに、多様な事情を持つ求職者や就労困難者の就

職につながる訓練メニューの開発に資するよう、同条第一項第七号に規定する「その

他関係機関が必要と認める者」を十分に活用するよう努めること。 

 右決議する。 


